
 

 

国会審議の状況について 

 

 

＜平成２１年５月２７日衆議院厚生労働委員会＞ 

 

○萩原議員 

 今回の法律の改正ができた段階で、家族の範囲とか意思の表示の

仕方、程度の問題について議論がさらに進んでいくというふうに考

えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 次に、その意思の問題なんですが、拒否意思について法律上明確

にしないのは何なんでしょうか。拒否の意思が明示されているとき

にはだめなんだということを書かないのはなぜか、この点について

お考えがあればお教えいただきたい。 

 

○河野（太）議員 

 御本人が拒否の意思を持っていらっしゃる場合にはそれが最大

限尊重されます。御本人が脳死を人の死だとお考えになっていない

場合、あるいは脳死下での臓器提供を拒否されている場合にはこれ

が最大限尊重されますので、そうした意思がある場合に、法的脳死

判定が行われたり、あるいは臓器の提供がなされるということはご

ざいません。 
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